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はじめに
学習指導要領が改定され、2020年度より小学

校では新・学習指導要領が全面実施されることに
なった。今回の指導要領改定の大きなポイントと
して、①育成を目指す資質・能力の明確化、②「主
体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改
善、③各学校におけるカリキュラム・マネジメン
トの確立、の3点があげられる。
国内外の学力テストの結果からも明らかなよう

に、日本の児童生徒は応用問題を苦手とし、学校
教育が知識の習得にとどまり知識の活用まで指導
できていないことがこれまでも繰り返し指摘され
てきた。平成28年8月の「次期学習指導要領等へ
向けたこれまでの審議のまとめ」（中教審、2017）
では、教科等の枠組みごとに教えるべき内容に関
する記述を中心に、知識や技能の内容に沿って順
序立てて整理した学習指導要領等の構成こそが、
一つ一つの学びが「何のため」のものでどのよう
な力を育むものかを曖昧にする要因であることを
指摘している。また、この教科毎の知識・技能に
沿った構成が、各教科等の縦割りを超えた指導改
善の工夫を妨げ、指導の目的が「何を知っている
か」にとどまり、知っていることを活用して「何
ができるようになるか」にまで発展しない背景に
あるとして、改訂の方向性を指し示している（中

教審、2017）。
それは、教育課程全体を通して育成を目指す資

質・能力を，ア「何を理解しているか，何ができ
るか（生きて働く「知識・ 技能」の習得）」，イ「理
解していること・できることをどう使うか（未知
の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力
等」の育成）」，ウ「どのように社会・世界と関わ
り，よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に
生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の
涵養）」の三つの柱に整理し、現学習指導要領で「生
きる力」と表現されていた育むべき力をより具体
的に分かりやすく示すことであり、新・学習指導
要領総則にも反映され、明記されている（文部科
学省、2018）。
注目すべきは、この資質・能力を三つの柱とし

て具体化するプロセスにおいて、Education for 
Sustainable Development：持続可能な開発のた
めの教育（以下、ESDとする）の考え方を議論
の土台としている（中教審、2016）ことである。
中教審による審議の要点を整理した「次期学習指
導要領等に向けたこれまでの審議のまとめのポイ
ント」には、持続可能な開発のための教育（ESD）
等の考え方も踏まえつつ、「生きる力」とは何か
を以下の資質・能力を、①生きて働く「知識・技
能」の習得、②未知の状況にも対応できる「思考力・

概要：新しい学習指導要領策定の基盤となったESDの授業実践から、内容、学び方・教え方等に関す
る必要な要素（とくに伝わりにくい要素）を抽出して示し、より具体的な指導方法の確立を目指すため
に、ESDの先進地であるフランス・ブルターニュ地方圏にあるユネスコスクール及びメディアテック
の授業実践からESDの学び方及び教え方に関して参考となる要素を抽出し、新・学習指導要領で求め
られる資質・能力を育成するための指導方法への適用を検討した。

Journal of The Human Development Research, Minamikyushu University 2019 ,Vol. 9 ,63-81 研究ノート



南九州大学人間発達研究　第9巻　（2019）

64

判断力・表現力等」の育成、③学びを人生や社会
に生かそうとする「学びに向かう力・人間性」の
涵養、の三つの柱に沿って具体化し、そのために
必要な教育課程の枠組みを分かりやすく再整理し
た、とある。また、平成28年12月21日にまとめ
られた「学習指導要領等の改善及び必要な方策等
について （答申）」には、「教科等を学ぶ意義の明
確化と、教科等横断的な教育課程の検討・ 改善に
向けた課題」 の項で「ESDが目指すのも、教科等
を越えた教育課程全体の取組を通じて、子供たち
一人一人が、自然環境や地域の将来などを自らの
課題として捉え、そうした課題の解決に向けて自
分ができることを考え実践できるようにしていく
ことである」と記され、「社会に開かれた教育課
程の実現」の項では「ユネスコが提唱するESD
や主権者教育も、身近な課題について自分ができ
ることを考え行動していくという学びが、地球規
模から身近な地域の課題の解決の手掛かりとなる
という理念に基づくものである」という記述もみ
られる。さらに、「教育内容の見直し」 の項では、
「ESDは、次期学習指導要領改訂の全体において
基盤となる理念であると言える」と明言したうえ
で総合的な学習の時間（以下、総合的学習）が教
科等を繋ぐ中心となるとしており、今回の学習指
導要領の改訂全般に於いて、平和や人権など取り
扱う内容やテーマだけでなく、学びの方向性や学
び方、その指導方法について、ESDが網羅的に
多大な影響を与えたことは明らかである。ここま
で、新・学習指導要領改訂のプロセスに於いて、
ESDが議論の基盤となっていることを確認した。
ESDは、環境・貧困・人権・平和・開発などの様々

な地球規模の課題の解決のため、一人ひとりがこ
れらの課題を自らの問題として捉え、課題解決に
つながる価値観や行動を生み出し、持続可能な社
会を創造していくことを目指す学習及び活動であ
り、1992年の地球サミット（リオ・デ・ジャネ
イロ）でその重要性と役割が再確認された。世界
中でESDが取り組まれるなか、2002年には日本
政府の主導により、2005年～ 2014年をESDを世
界的に推進する「国連ESDの10年DESD」とす
ることが国連で決議され、国内でもESDを推進
することとなった。このような世界的な流れを受

け、文部科学省だけでなく環境省、経産省など省
庁横断的な取り組みとしてESDが進められるこ
とになり、そのなかでESDのDevelopmentの日
本語標記が「発展」から「開発」に変更された経
緯もあったが、日本語の持つ印象はともかく、汎
用性のある力を育成するESDの理念そのものに
は変わりはなく、学校教育のなかにも取り入れら
れた。また、文科省はユネスコスクールを戦略的
なESD推進拠点と位置付けて数を増やした結果、
国内のユネスコスクールは1,116校（2018年10月
現在）に達している。
学校教育におけるESDについては、平成26

年11月の文部科学大臣諮問の理由書のなかで、
OECDのキーコンピテンシーや国際バカロレ
アカリキュラムと併せて、ユネスコが主導する
ESDを新しい時代に必要となる資質・能力の育
成に関する取り組み事例として紹介し、これらの
共通点として「ある事柄に関する知識の伝達だけ
に偏らず、学ぶことと社会とのつながりをより意
識した教育を行い、子供たちがそうした教育のプ
ロセスを通じて、基礎的な知識・技能を習得する
とともに、実社会や実生活の中でそれらを活用し
ながら、自ら課題を発見し、その解決に向けて主
体的・協働的に探究し、学びの成果等を表現し、
更に実践に生かしていけるようにすることが重要
であるという視点」をあげている（文部科学省、
2015）ことからも、文部科学省がESDに注目し
ていることが読み取れる。この諮問に先立ち、国
立教育政策研究所は平成21 ～ 23年に「学校教育
における持続可能な発展のための教育（ESD）に
関する研究」を実施し、ESDが取り扱う概念を
多様性、有限性、相互性、公平性、連携性、責任
性の6つに整理するとともに、育成すべき能力・
態度を「批判的に考える力」「未来像を予測して
計画を立てる力」「多面的・総合的に考える力」
などに整理し、さらにキーコンピテンシーとの関
連づけを行なっている。また、国内の学校教育に
おけるESDの授業実践を学習指導案とともに取
り上げ、学校教育でESDを実践する意味づけを
行なった。
以上、学習指導要領改訂の経緯とESDの世界

的な潮流を辿れば、生きる力で表現された「学
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力」を育成するために、ESDは内容的にも学び方、
教え方を変容させる上でも重要な指針を与え、新・
学習指導要領が求める、主体的・対話的で深い学
び、社会に開かれた教育課程、教科等を学ぶ意義
の明確化、教科等横断的な教育課程など学校や教
師に与えられた様々な課題を、総合的に解決させ
る特効薬として注目される。
学校全体でESDに取り組むユネスコスクール

では、目に見える数値として学力向上を実現した
学校がある一方で、単にESDの内容を扱ってい
るだけで、学び方及び教え方の意識改革まで至っ
ていない学校も多く見られるという指摘もあり
（手島、2017）、ESD自体が実感を伴った理解が
できにくいものであると言える。それは、中教審
の答申が指摘するように、これまでの内容重視の
縦割り学習の弊害が教える教師側の捉え方に影響
し、学校や教師が人権、環境、平和などの内容と
いう視点からのみESDを捉えようとし、学び方・
教え方まで意識が及んでいないことが原因である
と考えられる。
また上述のように、新・学習指導要領では総合

的学習の位置付けと重要性が再確認され、教員志
望の学生についても大学の教員養成課程に関する
見直しにより2020年度より「総合的な学習の時
間」の指導について学ぶことが必修となった。総
合的な学習の時間は、2008年に導入され、自然
環境や文化、福祉、など自分自身の身の回りの課
題をテーマとし、探究的な活動を通して課題解決
へと向かう、まさに「学び方・教え方」を重視し
た取り組みであるが、多くの教師の指導が「内容」
を教えることに留まっているものが多く、指導計
画がない場合も多い。
著者はこれまで、ESDの学び方・教え方とい

う視点から、沖縄県と宮崎県の小学校において、
地域の自然を活用した環境教育を総合的学習のな
かで実践し研究を行ってきた。しかしほとんどの
教師にとってESDに関する認知は「聞いたこと
がある」程度のもので、学習指導要領の基盤となっ
た教育方法という意識を持った教師はほとんどみ
られない。また、総合的な学習の時間（以下、総
合的学習）についても、毎年行なっている体験活
動を羅列したものが多く、何のために、いつ、ど
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こで、どのように体験活動を行うか、という視点
で授業計画を立て、取り組んでいる事例はあまり
みられない。このような状況下では、新・学習指
導要領の掲げる理念が遍く教育現場で具現化され
ることはあまり期待できず、総合的学習が機能し
ていない現状の二の舞となる可能性もある。再度、
学習指導要領策定の基盤となったESDの授業実
践から、内容、学び方・教え方等に関する必要な
要素（とくに伝わりにくい要素）を抽出して示し、
より具体的な指導方法の確立を目指すことが必要
となる。
そこで、本研究では、ESDの先進地であるフ

ランスのユネスコスクール及びメディアテックの
授業実践からESDの学び方及び教え方に関して
参考となる要素を抽出し、新・学習指導要領で求
められる資質・能力を育成するための指導方法へ
の適用を検討することとする。
 

調査方法
ESDについて、制度や内容を調べても、現場

で児童生徒を前にしてどのような指導をしている
かについては具体的には見えてこない。そこで、
ESD（フランスではEEDD：Éducation à l'environnement 
et au développement durable）の先進地であるフラン
スのユネスコスクール及び図書館（メディアテッ
ク）を訪問して学校や授業を参観し、指導者にイ
ンタビューをすることで、学びや教え方に共通す
る参考となる要素を明らかにした。その際、イン
タビューの内容や指導者と子供達のやりとりをす
べて記録し、ポイントとなるやりとりについては、
結果にそのまま記す。
調査地選定の基準として、パリなどフランスの

中心地から離れた、地域性が色濃く残る周辺地域
であることを第一としてフランス北西部のブル
ターニュ地方に焦点をあてた。自然が豊かなブル
ターニュ地方は、異なる言語や文化をもった独立
した公国がフランス王国に編入された経緯があ
り、地方性が色濃く残る反面、中央政府に翻弄さ
れてきた歴史も併せ持っている。この点で、日本
における沖縄との共通点は多い。次に小学校につ
いては、ESDに取り組んでいるユネスコスクー
ルであることを基準とし、サン・ノルフというコ
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ミューン（自治体）にあるルシアン・ペイ幼少学
校を選定した。また、ESDでも重視される学校
と地域による学びの連携という観点から、地域に
ある協力機関を調査対象とし、マレトロアにある
メディア・テック（総合図書館）を選定した。二
つの調査地を図1に示す。小学校や施設との交渉、
通訳などはシャルバーグ八千代氏に依頼した。

結果
⑴　École publique LUCIEN PAYE（ルシ
アン・ペイ幼小学校）
Saint-Nolff（サン・ノルフ）はフランス・ブルターニュ

地域圏のバンヌ（Vannes）市近郊に位置し（図1）、面
積25km2、人口4000人弱の小さなコミューンで
ある。この町にあるルシアン・ペイ幼小学校（École 
publique LUCIEN PAYE）は、Petite Sectionか
らCM2までの7クラスに167名の児童が通う小
さな学校である。この学校はユネスコスクール
（Ecole associée à l'UNESCO）に認定され、異文
化理解（モロッコ、チュニジア、ブルキナファソ

との交流）、平和と人権のための教育（壁の壁画、
子供の権利の詩）、持続可能な開発と環境のため
の教育（EEDD）、遺産教育、地球規模の問題な
どを授業で取り扱い、国際的な視点をもった学際
的な教育活動を通じて、違いへの許容性と市民参
加の感覚を育成している。校舎の壁には平和・人
権・環境をモチーフにした壁画が描かれている（図
2）。
2014年9月29日に同校を訪問して午前中は

授業の参観、午後はブルノ・ルクランシュ校長
（Bruno Leclinche）にインタビューを行った。個
人情報保護の関係上、子供達や授業の詳細を参観
することはできなかったが、CM2のクラスでは
交流の時間をいただいた。午後のインタビューの
概要は下記のとおりである。指導方法の要素とな
る部分には下線を付けて示し、重要と思われるポ
イントをインタビューの回答の末尾に（　）で付
記した。（以下、Q：筆者、A：ブルノ・ルクランシュ
校長）

Q：ユネスコスクールとして、他の小学校との違
いは？
A： 私たちはまず、ユネスコスクールになった時
に、この学校のロゴ（マーク）を作りました。「環境
の尊重（リスペクト）」という意味で「木」がそ
のシンボルとして描かれています。そして「他者
との協力・平等」を表すシンボルとして「人」、
そして「平和・協調」の象徴としての「ハト」が
描かれています。環境と人間的な協調性と平和が
ユネスコの目的としてあって、ユネスコスクール
となってそれを実践していくということです。つ
まり「環境と人」このふたつを考えていくという
ことが目的としてあります。

Q：環境問題についてはどのように子どもたちと
取組むのか？
A：例えばゴミの問題についての一例ですが、学
校のすぐそばにSNCF（フランスの国鉄）の線路
が通っています。そこで何かの修理工事があり、
終わった後に電池のような大きなゴミが置いて行
かれるということがありました。そのゴミについ
て子どもたちがみんなで話し合い、「ゴミが捨て

図1　調査地（フランス・ブルターニュ地域圏）

図2　ルシアン・ペイ幼小学校


